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瀬戸内市の上下水道料金が 
コンビニ・スマホで支払いできるようになります 

 

平素は、瀬戸内市水道事業並びに下水道事業に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申

し上げます。 

瀬戸内市では、上下水道料金の納入方法の多様化ニーズに対応し利用者の利便性向上を図

るため、令和７年 2 月から上下水道料金の「コンビニエンスストア収納」および「スマート

フォンアプリによるキャッシュレス決済」を導入しますのでお知らせします。 

 

 

記 

 

１ 利用開始日  令和 7 年 2 月 1 日（土） 

 

２ 対象料金   瀬戸内市水道料金及び下水道使用料 

 

３ 対応コンビニエンスストア 

セブン－イレブン、ローソン、ファミリーマート、 

デイリーヤマザキ、ポプラなど 

全国の主要なコンビニエンスストア店舗で利用可能。 

 

４ 対応スマートフォン決済アプリ  

         ａｕ Ｐａｙ、ｄ払い、ＦａｍｉＰａｙ、ｊ－ＣｏｉｎＰａｙ、ＰａｙＢ、  

ＰａｙＰａｙ、銀行Ｐａｙ、楽天銀行、楽天ペイ 

 

 

 

 

上下水道部上水道業務課 

担 当 者 課長  重松  

電 話 番 号 0869-22-1325（直通） 

瀬戸内市 
お知らせ 



瀬戸内市の上下水道料金が
コンビニ・スマホで支払い
できるようになります！！

令和7年2月から

コンビニ払い：納入通知書をコンビニへ持参し、レジにて支払います。

利用できるコンビニ

〇ａｕＰＡＹ 〇ｄ払い 〇ＦａｍｉＰａｙ 〇Ｊ‐ＣｏｉｎＰａｙ

〇ＰａｙＢ 〇ＰａｙＰａｙ 〇銀行ペイ 〇楽天銀行 〇楽天ペイ

〇セブンｰイレブン 〇ローソン 〇ファミリーマート

〇デイリーヤマザキ 〇ポプラ 〇生活彩家

〇ミニストップ 〇セイコーマート 〇ＭＭＫ設置店 他

利用できるスマートフォン決済アプリ

24時間、いつでも、どこでもお支払いができます。

アプリにより、利用上限額が異なります。
アプリの操作方法、決済に関するポイント付与、キャンペーンの適用等は、ご利用の
アプリ会社のホームページなどをご確認ください。

裏面もご覧ください

スマホで支払い：スマートフォン決済アプリで納入通知書のバーコードを
読み取って支払います。



・スマートフォン決済の場合、領収書は発行されません。領収印のない納入
通知書がお客様の手元に残ります。二重納付にご注意ください。
・支払い状況は、アプリ内の取引履歴で確認してください。
・領収書が必要な場合は、取扱金融機関、コンビニエンスストアなどの窓口で
納入してください。
・口座振替のように一度の手続きで以後の上下水道料金を継続して引き落とす
ものではありません。2カ月に1度、納入通知書ごとに支払い手続きが必要です。
・口座振替を利用されている方がコンビニやスマホで支払う場合は、変更手続
きが必要です。上水道業務課（TEL0869-22-1325）までご連絡ください。

詳細は瀬戸内市上水道業務課
ホームページをご覧ください！！

【お問い合わせ】瀬戸内市上下水道部上水道業務課
ＴＥＬ０８６９－２２－１３２５

コンビニ払い・スマートフォン決済で利用できない納入通知書

〇令和7年1月31日以前に発行したもの
〇納入期限を過ぎたもの
〇バーコードのないもの
〇汚れや破損によりバーコードが読み取れないもの
〇金額が30万円を超えるもの
〇各アプリの利用上限額を超えるもの

取扱金融機関

瀬戸内市内の取扱金融機関（トマト銀行は岡山市東区の西大寺支店）に口座振替
の申込書を置いていますので、窓口でお申し込みください。

〇中国銀行 〇トマト銀行 〇ゆうちょ銀行

〇備前日生信用金庫 〇岡山市農業協同組合

スマートフォン決済の利用手順

①スマートフォンでアプリを起動する。
②納入通知書のバーコードを読み込む。
③画面に表示されている内容を確認し
間違いがなければ支払う。

一度の手続きで簡単に！！口座振替をご利用ください

上水道業務課ホームページ

※注意事項

表面からご覧ください


